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人種差別撤廃委員会
通報番号 38/1997

スインティ.ロマに対する差別的な見解が公刊され

た際,国内法令による保護,ならびに国家機関によ

る効果的な救済措置が提供されたかが争われた事例

請 願 者 ZentralratDeutscher
SintiundRomaeta1.

当 事 国 ドイツ

通 報 日 2006年 8月29日

意 見 採 択 日 2008年 2月22日

条 約 批 准 日 1969年 5月 16日

事案の概要

1 2005年,スィンティ ･ロマに属す る刑事

局長 G.W は, ドイツ刑事警察官協会 (BDK)

の会報に ｢スィンティ ･ロマー ドイツにおける

600年｣ と題す る論文 を発表 した｡ これに対 し

BDKの支部副代表 で刑事監査局長で あ るP.

Lの投書が掲載 された｡P.L は,同誌が ドイツ

最大の警察官協会の会報であ り,2万人以上の

メンバ ーに配布 されることを指摘 し, また自ら

財産犯 を担当す る中で見聞 きしできたスィンテ

ィ ･ロマの人々による犯罪行為 を列挙 しなが ら,

以下の ように主張する｡

2 ｢彼 自身 スィンティである同僚 W の論文

を興味深 く読んだが,反論せずにはい られな

い｡｣｢少数者保護がすべてに優先 され,ナチス

時代の過ちがなお後世代に影響 を与 えている時

代であって さえ,一方的に何 もか もを受け入れ

る必要などないのだ｡｣｢財産罪 を処理する警察

官 として,私は くりかえしスィンティ ･ロマの

文化,独特 な生活様式や犯罪性 に対処 して き

た｡｣｢自らを国の福祉制度における "ベーコン

の中の うじ虫"のように感 じると言 っている｣

｢第三帝国期 の迫害 を理 由に,盗み,詐欺,社

会的な寄生を何 らの後 ろめたさもな く当然のご

とく正当化 してい る｣｢しか しこの集団は (辛

略)不釣合いに影響力 を占めてい る｡｣｢スィン

ティが社会福祉事務所にメルセデスで乗 りつけ

るこ とに市民が不平 を言 うのは偏見か ?｣｢定

職 に就かず社会保険 を支払わないのは事実｣

｢なぜ登記所 に届け出ずに同族始 をし社会か ら

分離す るのか｣｢なぜ福祉事務所に子 どもの名

前 を届 けないのか｣｢統合 を望 まずにいなが ら

給付により社会の外で生活するような人間は共

同体 の意味 を主張で きない｣｢私の見解は,自

分の意見だけでな く多 くの同僚 と話す中で培わ

れて きた｣等々｡

3 請願者は,P.L.の投書にはスィンテ ィ ･

ロマに対する数多 くの差別的発言が含 まれてお

り,犯罪性がスィンティ ･ロマの主要な特質で

あるとす ることは,人種差別主義的で,品位 を

傷つける固定概念 を利用 していると主張する｡

特に ｢うじ虫｣や ｢寄生｣の語はナチスのプロ

パガンダでユダヤ人やスィンティ ･ロマに使用

された ものである｡ このような言論はスィンテ

ィ ･ロマ社会に対する憎悪 をあお り,警察官が

彼 らに敵意ある態度 を取 る危険性 を増大 し,少

数者の社会的排除を強めると主張する｡

4 同年 11月 ドイツ ･ス ィンテ ィ ･ロマ中

央委員会 (以下 ZDSR)が公式に抗議 を行 った｡

バイエル ン州内務相は,特定の人の集団に関す

る否定的発言は受 け入れがたい と述べ て,P.

Lを停職処分 とした｡

5 ZDSR及 びR.R.は-イデルベル グの地方

検事に,翌月には ドイツ在住 スィンティ ･ロマ

団体 バ イ エ ル ン州 協 会 (以 下 VDSR)及 び

F.R.が フユル トの地方検事に刑事告発 を行 った｡

両事案 ともブランデンブルグ州の地方検察に移

送 されたが, ドイツ刑法上の犯罪の構成要件が

充たされていない として 2つの訴 えは却下 され
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た｡請願者は検事総長に上訴 したが却下 された

ため,ブランデンブルグ州最高裁に上告 した｡

裁判所は,個人については訴えの実体がない と

し,ZDSRお よびVDSRについては,団体 と

して間接的に影響に受けたに過ぎない としてす

べての訴えを却下 した｡

6 したが って,ZDSRらは人種差別撤廃委

員会に請願を行 った｡請願者はZDSR(自ら及

びG.W.の代 理 と して),VDSR,RR.,及 び

F.R.である｡

請願者 らの主張は,以下のとお り｡

1) 締約国は,スィンティ･ロマに直接向けら

れた侮辱を含む出版に対 して, ドイツ刑法に

基づいた保護を提供 していない｡

2) したが って条約第 4条 (a)(C)及 び第 6

条に基づ く個人,及び個人の集団としての権

利が侵害された｡

7 当事国政府は以下のように反論 した｡

1) 団体にはそもそも個人の尊厳が認められず,

またいずれも国家の行為又は不作為の被害者

であると主張 していない｡よって第 14条 1

項に基づいた被害者たる資格がない｡

2)すべての請願者は条約第 4条 (a)(C)に

基づ く主張 を立証 していない うえ,条約第

14条が求める国内的な救済措置 を尽 くして

いない｡州最高裁は被害者の地位がないため

に訴えを却下 したのであり,少なくとも個人

に関しては ドイツ基本法の表現の自由に関 し

て憲法に基づ く申立は可能であった｡にもか

かわらず連邦憲法裁判所への訴えがなされて

いない｡W にいた っては,国内の救済措置

をまった く利用 していない｡

3) 条約 4条 (a)か ら生ずる義務は, ドイツ

刑法の規定であまね くカバーされてお り,保

護の帝離は生 じていない｡4条 (a)は考 え

うるあらゆる差別行為でなく,暴力を伴 う行

為 もしくは人種差別的プロパガンダが目的で

ある場合の行為を列挙 している｡

4) 検察により犯罪の構成要件はみたされない

ことが明らかになったが,その決定すべてで
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投書を ｢不適切｣｢悪趣味｣｢著 しく常軌を逸

してお り不謹慎｣ と指摘 してお り,実際に

P.L.には懲罰的措置がとられている｡

5) 条約 4条 (C)に関 して,同誌は公的な機

関でなく専門職協会によって発刊 されている｡

また P.Lは公的立場でな く私人 として投書

している｡

6) 条約 6条 に関 して,訴追当局 はP.Lに対

する捜査の迅速な開始を通 じて敏速に行動 し,

実効的な保護の義務を十分に果たした｡徹底

的な調査の後,当局は人種的又は民族的憎悪

の扇動の罪が立証 されないために,捜査を打

ち切 った｡

8 請願者の反論

1) 7-1)に対 して,団体は自らの構成員のた

めに ドイツのスィンティ･ロマの ｢個人の集

団｣ として申立を行ったものである｡

2) 7-2)に対 して,先例か らして連邦憲法裁

判所への上告は成功する見通 しがない｡

委員会の意見

1 受理許容性について

1) 請願者のうち2つが法人であるとい う事実

が受理許容性の障害になるとは考えない｡条

約 14条は ｢個人の集団｣か ら申立てを受け

取る委員会の権限に明示的に言及 している｡

委員会は団体の活動の性質および団体が代表

する ｢個人の集団｣の性質に留意 し,団体が

14条 1項の意味における ｢被害者｣の要件

をみたしていると考える｡

2) 国内的な救済措置を尽 くすことについて,

委員会は先例で,請願者は具体的な事案の状

況において実効的な救済措置を尽 くすことの

みが求められるとした｡ ドイツ刑法の下では

個人は国家に対 して刑事訴追を開始する権限

を有 しない｡ よってW 以外の請願者は,第

14条 7項 (a)の要件 をみた し請願 を受理す

る｡

3) W に関 しては,刑事告発 を行わなか った

こと,又,州最高裁にかけられた手続 きの当
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事者でないことに注目し,国内的な救済措置

が尽 くされていないために請願を受理 しない｡

4) 条約第 4条 (C)違反の申立に関 しては,

BDKが専門職協会であり国家機関でな く,

及び,PLは個人の資格で投書 した とする締

約国の主張を受け入れ,不許容 とする｡

5) したがって当該事案は条約第 4条 (a)及

び第 6条に関する限 りにおいて受理許容であ

ると宣言する｡

2 本案について

1) 委員会にかけられた主要な論点は, ドイツ

刑法の規定が人種差別の行為に対 して効果的

な保護を提供するかどうかである｡

2) 委員会は国内法令が条約に適合するか香か

を抽象的に決することは自己の任務ではない

と考える｡ しかし具体的事案で違反があった

かについては検討を行なう｡

3) 委員会に提出された資料は,検察ならびに

裁判所の決定が明らかに悉意的である,又は

公正性を否定するものであることを示すもの

はない｡加 えて P.Lに対 して懲戒的な措置

が取 られていることに注目する｡

4) したがって委員会にかかる事実は,条約第

4条及び第 6条の違反を明らかにするもので

はない と考える｡

5) それでも委員会は,P.Lの投書が,請願者

のみならず関係訴追当局及び司法当局によっ

ても,侮辱的かつ不快なものだと認められた

ことを想起する｡委員会は (i)投書で述べ

られた意見の差別的,侮辱的かつ中傷的な性

質,及び,かような意見が,個人に奉仕 し個

人を保護するべ き警察官により出された場合

の格別の重み,ならびに (ii)第 57会期に

採択されたロマに対する差別に関する一般的

勧告 27に,締約国の注意を促 したい｡

(担当 :川本紀美子)




